


 
 
 
63 ページ 22 行目～39 行目（最終行）を以下のように訂正します。 
 
 
5.3．提言 
（１）訪問看護の報酬体系に対して 
（ア）訪問滞在以外の業務の報酬上の評価の必要性 

任意に抽出した訪問看護ステーション 20 箇所の利用者 21 名における、１月あたりの総業

務時間における訪問滞在時間は、約 4 割であった。訪問滞在以外の業務内容は、訪問滞在に

ともなう訪問看護業務遂行に必要不可欠な業務、訪問看護の専門性を発揮して利用者の療養

生活の質を高める業務、利用者の在宅生活を継続するために必要な業務、等である。これら

は、報酬上算定されているものもあるが、今回明らかになった訪問滞在以外に行われている

業務について、今後報酬上の評価のあり方について検討する必要もあろう。 
 

（イ）訪問滞在に対する報酬算定の適切化の必要性 

現行の介護保険制度では、ケアマネージャーが作成するケアプランにより訪問看護サービ

スを提供することになるが、今回の調査により、訪問滞在がケアプランで設定した時間を超

過する実態が示された。訪問滞在が長引く可能性のある利用者に対しては当初から柔軟なケ

アプランが組めるようにする、訪問滞在時間の変更に伴う手続きを簡素化するなど、報酬を

請求しやすい環境を整えることも効果的と考えられる。 
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